
簡易公募型競争入札方式に係る手続開始の公示 

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く）） 

 

次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 

 

令和８年６月２５日 

分任支出負担行為担当官 

四国地方整備局 徳島河川国道事務所長 山本 浩之 

 

１．業務概要 

１）業 務 名 令和８年度 吉野川上流出張所外執務環境改善設計業務 

（電子入札及び電子契約対象案件） 

２）業務内容 本業務は、吉野川上流出張所及び旧吉野川出張所の１階において

男女別の便所、多目的便所、更衣室及び休憩室等を設置するための

レイアウト変更及び実施設計を行うものである。 

主な業務内容は、以下のとおりである。 

 （１）吉野川上流出張所 
    ［１］女子便所兼身障者用便所等のレイアウト変更の検討 一式 

［２］女子便所兼身障者用便所等のレイアウト変更に伴う実施設計 
（設備を含む） 一式 

  （２）旧吉野川出張所 
    ［１］女子便所兼身障者用便所等のレイアウト変更の検討 一式 
    ［２］女子便所兼身障者用便所等のレイアウト変更に伴う実施設計 

（設備を含む） 一式 
３）履行期間 契約締結日の翌日から令和９年２月２６日まで 

４）本業務は、提出資料、入札を電子入札システムで行う対象業務である。 

５）本業務は、「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者等の手持ち 
業務量の制限等」の試行業務である。 

６）本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システム 
で行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、落札 
決定後に発注者に紙契約方式選択書を提出し紙方式（契約）に代えるものと 
する。 

７）本業務は、企業及び技術者の資格、経験及び能力等に係る各項目の自己評価 
を参考資料として参加表明書に添付して提出を求める試行業務である。 

 ８）本業務は、賃金等の変動に対処するための試行業務である。 
９）本業務は、業務価格を算出するにあたり、指名通知者へ参考見積を依頼する 

業務である。なお、見積を取得した歩掛については、決定後、入札参加者へ通 
知を行う予定である。 



 

２．指名されるために必要な要件 

１）入札参加者に要求される要件 

（１）基本的要件 

本入札手続への参加を希望する者は、参加表明書を提出しなければならな  
い。なお、参加表明書の提出者は、次に掲げる資格を満たしている単体企 

業であること。 

［１］予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９８条において 
準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であるこ

と。 
［２］  四国地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度一

般競争（指名競争）参加資格のうち建築関係建設コンサルタント業務

の認定を受けている者であること。 

［３］  参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整

備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指

名停止を受けている者でないこと。 

［４］  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始

又は再生手続開始の決定がなされた者を除く。）でないこと。 

［５］  警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ず

る者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態

が継続している者でないこと。 

［６］  入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと

（入札説明書参照）。なお、本業務に参加表明書を提出した者の間に

資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係が

ある全ての者を指名しない。 

［７］  建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定

に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 

 

  （２）業務執行体制に関する要件 

参加表明書を提出する者は、四国地方整備局管内において、営業拠点 

を有する者でなければならない。 

※営業拠点とは、一般競争（指名競争）参加資格審査申請書に記載 

されている契約可能な拠点をいう。 

 

  （３）同種又は類似業務等の実績 

下記［１］又は［２］の実績を有すること。 



 

［１］同種業務： 
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における
改修・修繕又は模様替えの実施設計 

［２］類似業務： 
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物
における新築、増築又は改築に関する実施設計 

 

なお、当該実績は民間・公共発注のいずれでも認める。 
 
  （４）配置予定管理（主任）技術者に対する要件 

配置予定技術者（管理技術者及び主任担当技術者（総合分野））に必要 
とされる同種又は類似業務の実績は、（３）に示す実績を有すること。 

 

２）入札参加者を選定するための基準 

四国地方整備局建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領に定め 
る指名基準による。なお、同基準中の「当該業務における技術的適性」につ 
いては、同種又は類似業務の実績、配置予定技術者の資格、業務の経験、手 
持ち業務等を勘案するものとする。 

 

３．入札手続等 

１）担当部局 

〒７７０－８５５４ 徳島県徳島市上吉野町３丁目３５ 

四国地方整備局 徳島河川国道事務所 経理課 契約係 
電話 ０８８－６５４－９０５５（直通） 

２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 

令和８年６月２５日から令和８年８月１７日までの閉庁日を除く午前９時００

分から午後６時００分まで 

電子入札システムから入札説明書等ダウンロードシステムにより配布する。 

電子入札システムのＵＲＬは、次のとおりである。 

http://www.e-bisc.go.jp 
３）参加表明書を提出できる者の範囲 

参加表明書を提出する時において、２．１）［２］の一般競争（指名競争）参

加資格の認定を受けている者とする。 

４）参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法 

令和８年６月２６日から令和８年７月６日までの閉庁日を除く午前９時００分

から午後５時００分まで（最終日は午後４時００分まで）に、原則として電子入

札システムにより提出すること。 

５）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

入札書は、原則として電子入札システムにより提出すること。 



入札書の提出期限は、令和８年８月１７日 午後４時００分までとする。 

なお、入札書の受付開始は、上記入札書の提出期限の日の前日（閉庁日除 
く。）の午前９時００分からとする。 

開札は、令和８年８月１８日 午後２時００分  四国地方整備局徳島河川国道

事務所入札室にて行う。 
 

４．その他 

１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

２）入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金  免除 

（２）契約保証金  免除 

３）入札の無効  

本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加 
表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 
は無効とする。 

４）手続における交渉の有無  無 

５）契約書作成の要否  要 

６）関連情報を入手するための照会窓口 上記３．１）に同じ。 
７）指名通知日 

本業務における指名通知日については、令和８年７月２１日とする。 

８）詳細は入札説明書による。 


